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眞鍋 淳釡 和明

新議長としての1年間の取り組み、奥澤社長就任後の新執行体制
に対する評価についてお聞かせください。

釡取締役（以下、釡） 　取締役会議長として、経営の執行と監督を
明確に分離した運営を行うとともに、例年実施する取締役会評価
に基づき、運営面の改善を図ることで監督機能のさらなる強化を
図っています。取締役会の役割として「持続的成長を目指した議論
を充実させ、監督機能をしっかり果たしていく」ことを目指し、昨年
度は長期戦略やグローバル化へ向けた取り組み等についての議

論を深めました。また、改定した取締役会付議基準に基づき、審
議事項・報告事項の最適化を図り、取締役会から執行側への権
限委譲を進めるとともに、議題の選定や内容等についても事前
にCEO、COOと綿密な打ち合わせを行っています。 
　グローバル化が本格化するフェーズに入ることから、今後、数
年間に求められる社長のスキル・経験として、奥澤さんの数度に
亘るグローバルでの業務経験や当社のカルチャー醸成の土台と
なるCore Values／Core Behaviorsを体現している点などを評
価し、社長兼COOとして選定しました。急速な経営環境変化の中
で、奥澤社長のもと、Global Headとして外国人を登用する執行
体制、日本における強化要員の明確化等、グローバル経営の強
化に向け、組織変革を主導している手腕を高く評価しています。
CEO／COO体制導入の狙いであった執行体制の強化が進んで
いると考えています。 

「攻めのガバナンス」のウエイトを高め、
執行側を後押しする、
第一三共らしいガバナンスを目指す

グローバルにがん事業を拡大する
第一三共グループが目指す監督・執行体制に向けて

釡取締役会議長・眞鍋会長兼 CEO 対談

監督と執行のバランスの最適化を図り、
信頼関係を一層高めていく
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釡 　当社にとって最適な監督と執行のバランスを検討し、審議事
項･報告事項の最適化を図ることを目的として、2023年度より取締
役会付議基準を改定しました。具体的には、取締役会から執行側
への権限委譲を進め、審議・報告事項を整理し、重要な業務執行
案件の議論の充実を図るとともに、業務執行における柔軟性･ア
ジリティも強化されたと考えています。また、2023年度は指名委員
会、報酬委員会における審議・報告事項の見直しも行いました。
　取締役会以外の議論の場としては、社外役員説明会、取締役・監
査役説明会および取締役・監査役意見交換会を昨年度は計9回開
催しました。取締役会の意思決定機能、監督機能のさらなる強化に
向けて、取締役会メンバーによる議論の充実につなげています。社
外取締役・社外監査役のみで構成される社外役員会合も四半期
に一度実施しており、そこでもまた活発な議論を行いました。 
　議題の選定や内容等についても事前に CEO、COOと綿密な打
ち合わせを行い、時間配分等も工夫しています。取締役会は社外
取締役を中心に、より活発な意見交換がなされていると感じていま
す。私の感想というだけでなく、社外役員会合、取締役会評価の中
でも、皆さんからその旨のご意見をいただきました。 

取締役会の運営や経営意思決定における役割分担、また議論を
深める取り組みについてお聞かせください。

眞鍋　取締役会議長とは、COOも含め、取締役会議題の選定や
運営について毎月綿密な打合せを行っています。社外役員向けに
は、取締役会での内容について個別の事前説明に加え、経営会議

（EMC）にオブザーバーとして聴講いただくなど、取締役会での議
論が深まるように運営しています。取締役会での審議・報告事案に
ついては、執行側がEMC等で徹底的に議論した上で取締役会へ付
議・報告しています。取締役会はそれらを監督するとともに、専門的
見地からアドバイスを提供し、リスクを見極めるといった役割を担っ
ていると考えています。 
　取締役会以外の議論の場において、ADC事業戦略やR&Dの活
動等、執行側の取り組みへの理解を深めてもらうための説明会を
開催しました。全社外役員の方が当社パーパス、ビジョンに強く共
感・支持いただいていることを実感するとともに、当社グループの
持続的成長に向けて、ご自身のご経験を活かした数多くの意見を
いただきました。 特に米国メルク社との戦略的提携の議論では賛
否を含め的確な指摘をいただきました。

指名委員会、報酬委員会の運営状況、指名委員会 報酬委員会
合同会議におけるCEO 業績評価、COO 業績評価等について
お聞かせください。

2023 年度の重点施策の一つ「取締役会の監督機能のさらなる強
化に向けた長期戦略やグローバル化等の重点テーマについての
議論の充実」に関する取り組みについてお聞かせください。

釡 　長期戦略・事業戦略、事業投資、グローバル化、マテリアリ
ティ、リスクマネジメント等について重点的に議論しました。具体
的には、当社のADC事業を中心としたポートフォリオに関する議
論の他、グローバル人事、One DS Cultureに関する内容を議論す
るとともに、2023 年度より開始したコーポレート機能のグローバル
化や CxO体制、各Project の進捗状況等も適宜報告してもらってい
ます。取締役会としては、適切な事業計画と進捗状況であるか、また、

「攻めのガバナンス」として適切にリスクテイクしていくことも重要と
考えているため、当社にとって必要な然るべきアクションがなされて
いるか等もモニタリングし、執行側の背中を押せるよう必要な問い
かけを行うこともあります。このように、社外取締役、また取締役会議
長として、第三者的視点をもって議論に参画し、取締役会運営を行う
ように努めています。特に昨年度は、Merck &Co., Inc., Rahway, NJ, 
USA（米国メルク社）との戦略的提携の議論を通じて、長期戦略の
議論も充実できたと考えています。 
　急速なグローバルビジネスの拡大に伴い、グローバル経営を加

クトの創出が期待できると考えています。また、戦略的提携の契約時
一時金の受領等により、将来のさらなる成長に向けた研究開発費、
設備投資の増額、株主還元のさらなる強化に充当することが可能と
なりました。 
　取締役会での審議では、執行側として、アストラゼネカ社との提携
に加え新たな提携を行うことに対するリスク、自社単独での事業成
長の可能性など、さまざまな観点から検討を重ねた内容について、
社外取締役と多くの意見交換を行いました。監督の視点から検討内
容へのさまざまなご助言もあり、当社の中長期的成長のための極め
て重要な選択であることを理解いただき、後押しいただきました。 

米国メルク社との戦略的提携について、取締役会として重要視し
た点、今後の課題等、議論の内容を踏まえてお聞かせください。　

釡 　今般の米国メルク社との戦略的提携は、当社の事業戦略にお
いて非常に大きなインパクトがあるものであり、取締役会としても何
度も説明を受けて議論を重ねました。アストラゼネカ社と戦略的提
携中に別の企業と戦略的提携をする上での懸念点、なぜ、米国メル
ク社を新たなパートナーにするのかという点も含めて確認しました。
パーパス・ミッションの追求、当社の持続的な成長、企業価値の向
上、競争力の強化などの観点からも、最も良い条件でベストパート
ナーを選択できたと考えており、取締役会としても「攻めのガバナン
ス」の観点から経営者の背中を押すことができたと思います。 
　また、がん領域の事業価値最大化を図ることが重要である一方、

「守りのガバナンス」の観点からは、内部統制の強化や全社的リス
ク管理、適切なコンプライアンスの確保等、執行体制の取り組みを
取締役会として適切に監督していく必要があると考えています。
　ガバナンスには監督するだけでなく、経営者の背中を押すとい
う意味が含まれています。取るべきリスクと回避するリスクを明確
にして攻めのガバナンスのウエイトを高める必要があると考えてお
り、取締役会議長としては、第一三共の持続的成長と中長期的な
企業価値向上を果たすための議論ができるよう心掛けていきたい
と考えています。 

2023 年度の重点施策の一つ、「取締役会の意思決定機能および
監督機能のさらなる強化に向けた運営面での改善」に関する取り
組みについて、お聞かせください。

速化していく中で、当社が目指している「グローバルヘルスケアカン
パニー」とはどのような姿なのか、執行側からの課題や進捗状況を
聞きながら、議論を深めてまいります。

釡取締役のお話を受け、執行側での取り組み状況をお聞かせくだ
さい。特に米国メルク社との戦略的提携について、議論のポイントを
お聞かせください。

眞鍋CEO（以下、眞鍋）　米国メルク社との戦略的提携について
は、社内でもさまざまな意見がありました。当社のパーパス「世界中
の人々の健康で豊かな生活に貢献する」、ミッション「革新的医薬品
を継続的に創出し、多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」
を体現して、「より早く、より多くの患者さんにイノベーティブな薬をお
届けする」最善の手段が選択できたと考えています。DXd ADCフラ
ンチャイズ極大化のためのキャパシティ、リソース、ケイパビリティ増
強の必要性が高まってきていること、開発競争が激化していることと
いった社内外の環境変化を踏まえて、執行側で十分に検討した結
果、自社開発・事業化より戦略的提携を選択するほうがより大きな
企業価値および製品価値を実現できると判断しました。スピード、ス
ケールの点から、第一三共単独では成し遂げられない社会的インパ

監督と執行のバランスの
最適化を図るとともに、より実効性の高い
監督機能の発揮に向け、運営面を強化

釡取締役会議長・眞鍋会長兼 CEO 対談
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 持続的な企業価値向上に向けた課題および課題に対する取締役
会の役割とステークホルダーへのメッセージをお聞かせください。
 
釡 　“サイエンス＆テクノロジー”を支え、革新的な新薬を創出し続
けるためには、積極的な投資の継続が必要です。一方で株主の皆
さまへの還元とのバランスを取りながら、ビジネスの環境変化に対
応できる機動的なアロケーション枠も確保し、2030年、その先を見
据えた持続的成長と企業価値向上のための投資が行われること
が必要であると考えています。 
　執行側への権限移譲による執行のスピードアップには、監督と
執行のバランスの最適化とともに信頼関係の構築も重要です。今
も十分な信頼関係が構築されていると考えていますが、第一三共
のパーパスの追求、企業価値向上の議論を通じて信頼関係を一層
高めていきたいと考えています。 
　第一三共グループが提供する価値を、社会的価値、環境価値と
財務的価値を合わせたものだとして捉え、患者さん・医療関係者
を含む全てのステークホルダーにとっての当社の企業価値とは何
か、絶えざる議論が必要です。今年度も長期的な視点に立った質
の高い議論に引き続き取り組み、当社の持続的成長と中長期的な
企業価値向上を果たすことで、最終的にはステークホルダーの皆
さまの期待と信頼に応えていく所存です。 

釡　社長の諮問機関として設置されていた両委員会は、2020年よ
り取締役会の諮問機関として改組されました。両委員会は社外取
締役4名で構成されており、社外監査役1名がオブザーバーとして
参加していましたが、2024年度より本間取締役が加わったことで、
委員は社外取締役5名体制となりました。2021年度の第三者機関
による取締役会の実効性評価では、当社取締役会、取締役会の諮
問機関である指名委員会、報酬委員会は適切に機能していると評
価されており、今年度も第三者評価を予定しています。 
　2023年度は、指名委員会は9回、報酬委員会は11回開催しまし
た。3月、9月には通常の委員会に加えて、指名委員会、報酬委員会
の合同会議を開催し議論を行っています。CEOおよびCOOの目標
設定と評価について、3月には当年度の業績の最終評価と翌年度
目標設定、9月には目標達成に向けた進捗状況の確認を行いまし
た。9月の議論ではCEOおよびCOOの再任・解職について議論を
行うとともに、3月の業績評価については報酬委員会の議論につ
なげています。また両委員会および合同会議の活動状況は3カ月
毎に取締役会に報告されています。このように客観性・透明性を確
保したプロセスによりガバナンスの強化が図られており、取締役会
が求める役割を十分に果たしていると考えています。 

2023 年度の重点施策の一つ、「取締役会構成の最適化に向けたさ
らなる検討」について、取り組み状況をお聞かせください。また、本間
社外取締役を新たに選任した理由等についてお聞かせください。

釡 　当社取締役会は、当社の経営の方向性を踏まえ、パーパス、
ミッション、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、2030 
年ビジョンの実現に向けて取締役会が発揮すべき機能を踏まえ
て特に重要と考える9つのスキルを特定しています。取締役につい
て、これらのスキルが欠けることのないよう多様性・バランスを考
慮し、意思決定機能・監督機能の強化を踏まえて、候補者の中から
取締役会メンバーを選定しています。社外取締役を過半数とするこ
とが求められていることを認識し、2023年度に社外取締役の増員
を決定し、2024年度よりNTTデータグループの本間代表取締役社
長（2024年6月退任）を迎えました。本間社外取締役は、情報通信
分野における会社経営者としての経験から、企業経営全般および
IT・デジタルテクノロジー、企業のグローバル化に関する豊富な経
験、幅広い知識を有されています。当社の持続的成長に向けた課
題であるグローバル経営に向けた変革やDXによるイノベーション

しています。このような人材への取り組みを通じて「人的資本」を
最大化し、持続的な価値創造の原動力とすることで、さらなる企業
価値向上を目指しています。 
　また、持続的な成長に向けては、価値創造の源泉である“サイエ
ンス＆テクノロジー”の強化も重要です。不確実な分野や、未踏の
領域であっても、研究者の科学的な興味と、仮説をもって挑戦する
ことを容認する組織文化、価値ある挑戦を繰り返し、多くの失敗か
らの学びを共有し次の挑戦に活かす、そのサイクルの積み重ねか
ら、ユニークな知識や経験が蓄積されており、それらが継続的にイ
ノベーションを生み出す源泉となっています。歴代の経営者が当
社の研究開発力に信頼を寄せ続けていることがイノベーションの
創出に結びついていると考えています。
　当社グループは、第5期中期経営計画の戦略の柱の 一つとして、

「ステークホルダーとの価値共創」を掲げており、「患者さんへの
思いやりとイノベーションへの情熱」を企業活動の中核として、バ
リューチェーン全体でPatient Centricityの取り組みを推進してい
ます。この取り組みを通じて、全ての事業活動において患者さんを
想い、常に当社のパーパスである「世界中の人々の健康で豊かな
生活に貢献する」に立ち返ることで、より一層当社の社会的意義
を向上させていくことを目指します。 

の加速化等において、豊富な経験や幅広い知見を活かしていただ
けると確信しています。 
　引き続き、取締役の人数、社内・社外の比率、さらにはジェン
ダー、国際性などの取締役の多様性についても課題と認識してお
り、最適なメンバー構成に向けて検討を進めています。 

執行体制を含め、ジェンダー、国際性なども含む経営の多様性、最
適なメンバー構成などについてお考えをお聞かせください。

眞鍋　がん領域の急速な事業拡大に伴うグローバル経営の加速化
を背景に、取締役会においてはジェンダーや国際性等を含む取締
役の多様性を確保することがこれまで以上に重要です。同業他社の
役員、CxO経験者の登用についても外部より意見をいただくことが
ありますが、同業他社に限らず、良い方がいれば積極的に検討して
いきたいと考えています。 
　執行側においては、グローバル化の進展に伴い、人材、組織等を
含む経営基盤の拡張・構築に取り組む必要性があり、Global Head 
への外国人の登用促進、グローバルマネジメント体制の強化、グ
ローバルリーダーならびにグローバル人材の育成を図っています。 
　この4 月より、国内外の次世代グローバルリーダー候補となる人
材を育成するプログラム「DS Academy」を開始し、期待通りの充
実したスタートを切りました。第一三共グループが継続的、かつグ
ローバルに価値を提供し続けるために、外部講師に加え、経営陣
自らも登壇し、100年企業としての第一三共グループの歴史やイノ
ベーション、DNAに対する理解を軸に、高度なマネジメントスキル
に加え、長期・超長期的な視点で事業を見通す資質を強化するこ
とで次世代を育成していきたいと考えています。 

2030 年ビジョン実現や企業価値向上に向けた取り組みやお考え
についてお聞かせください。

眞鍋　がん領域のビジネス拡大に伴い、それぞれの機能をグ
ローバルに強化していく中では、最重要資本である人的資本、人
材の確保・育成等の強化が急務であり、また、パーパス・ビジョン
の実現に向け、価値創造プロセスの根幹となるOne DS Culture
の浸透を図っていきたいと考えています。2024年に第一三共グ
ループ ピープルフィロソフィーを定め、多様な社員がそれぞれの
能力を最大限発揮できるよう互いに協力し、信頼し合い、社員一
人ひとりの意見が尊重されるインクルーシブな環境づくりに注力

持続的成長と
さらなる企業価値向上に向けて

取締役会構成の最適化に向けた
社外取締役の増員と
グローバル化・次世代育成への取り組み

釡取締役会議長・眞鍋会長兼 CEO 対談
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第一三共グループは、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、
法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆さまをはじめとする
ステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しています。

コーポレートガバナンス

　取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強
化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役10名中5名を社
外取締役とする体制としています。なお、2020年6月より社外取締
役が取締役会議長に就任しています。経営の透明性確保を目的とし
て、取締役会の諮問機関である指名委員会および報酬委員会を任
意の組織として設置し、CEO・COOの選定および解職、CEO後継者
計画、取締役候補者および監査役候補者の選定等、取締役の報酬
等の方針および個人別の報酬等について審議しています。両委員
会は、それぞれ社外取締役5名で構成され、社外監査役1名がオブ
ザーバーとして参加しています。経営の適法性および健全性を監査
する目的で、監査役制度を採用し、社外監査役3名を含む監査役5名
により構成される監査役会を設置しています。社外役員の独立性判
断に関する具体的基準および取締役・監査役の職務遂行にあたって
の基本事項を定めています。グローバルマネジメント体制のもと、
CxO、ユニット長、グローバルコーポレート機能長などをメンバー

とした経営会議を適宜開催し、グループ経営の戦略・方針および執
行に関する重要事項について審議し、経営の意思決定に資する体制
としています。
　執行役員制度を採用することにより、適正かつ迅速な経営の意思
決定と業務執行に資する体制としています。業務の有効性および効
率性確保、財務報告の信頼性確保、事業活動に関わる法令等の遵
守、資産の保全を目的として、執行機能を担う各組織によるセルフ
モニタリング（一次統制）、コーポレート組織による各組織 への方
針展開とモニタリング（二次統制）、監査部によるモニタリングを
含む内部監査（三次統制）による内部統制システムを構築していま
す。経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営
体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経
営と執行に対する監督機能の強化を図る上で、この体制が最適であ
ると考え、当該体制を採用しています。

コーポレートガバナンス体制

　新議長として経営の執行と監督を明確に分離した運営を行うことに努めてきました。取締役会付議基準が
改正されたことに伴い、審議事項に十分時間をかけることができるようになり、議論もより活発になりまし
た。米国メルク社との戦略的提携についても、取締役会で数回に亘り議論を行うことにより、執行サイドの後
押しができたと思います。社外取締役が1名増員され、社内・社外取締役が各々5名と同数になりました。取締
役会の構成の最適化に向けては、総数、社内・社外の比率、さらにジェンダー、国際性などの多様性について
も課題と認識しており、検討を続けます。今年度も当社グループの持続的成長を目指した議論を充実させ、執
行サイドの後押しをする（攻めのガバナンス）とともに、監督機能をしっかり果たしていく（守りのガバナン
ス）ことに引き続き取り組みます。その際、患者さん、医療関係者を含むステークホルダーの視点を絶えず意
識してまいります。

取締役会議長からのメッセージ

社外取締役（独立役員）

釡 和明

　当社は、2007年の三共株式会社と第一製薬株式会社の経営統合
時より、任意の組織である指名委員会および報酬委員会を設置し
ています。また、2019年より女性の取締役が1名就任しています。
2020年からは執行と監督の分離を促進し、取締役会の透明性およ
び監督機能を向上させるために、社外取締役が取締役会議長に就
任しています。2024年には社外取締役が新たに1名就任し、5名体
制となっています。

　これらの取り組みを通じ、取締役会による経営上重要な意思決
定と経営の監督が適正に行われる体制の整備、取締役会による適
正な権限委譲を担保する内部統制体制の構築、および、取締役会
の機能・実効性向上に資する体制を運営してきました。
　これからも、取締役会構成のさらなる最適化、取締役会の機
能・実効性の確保・向上に努めるとともに、当社のコーポレートガ
バナンスのさらなる向上に、継続して取り組んでいきます。

コーポレートガバナンス体制の変遷

指名委員会 報酬委員会 監査役会

議長・委員長 社外取締役 社外取締役 常勤監査役

構成 社外取締役 5 名　オブザーバー：社外監査役 社外取締役 5 名　オブザーバー：社外監査役 常勤監査役 2 名　社外監査役 3 名

目的

取締役会の委嘱により、CEO・COO の選定およ
び解職、CEO 後継者計画、取締役候補者の選定
などについて必要な審議を行い、もって経営の透
明性および監督機能の向上に資すること

取締役会の委嘱により、取締役の報酬等の方針
および、個人別の報酬等について必要な審議を
行い、もって経営の透明性および監督機能の向上
に資すること

監査に関する重要な事項について報告を受け、協
議を行い、または決議すること（ただし、各監査
役の権限の行使を妨げることはできない）

2023 年度開催回数 9 回 11 回 14 回

指名委員会、報酬委員会および監査役会

コーポレートガバナンス体制図

※ 企業倫理委員会、EHS（Environment、Health、Safety）経営委員会は2023年度はそれぞれ2回、開催しています。詳細については、当社ウェブサイトをご確認ください。

株 主 総 会

監査部 【三次統制】

グループ業務執行機能

グループ内部統制システム

経営会議

会長（CEO）
社長（COO）

取締役会

グループ会社

監査役会 会計監査人指名委員会

報酬委員会

企業倫理委員会※

EHS経営委員会※

報告・提案 方針指示 付議・報告 経営方針等の伝達、管理

選定・解職・監督

内部監査（モニタリング含む）

報告 経営方針等の伝達・管理

選任・解任選任・解任 選任・解任報告報告

専門機能 【二次統制】
コンプライアンス

人事管理
リスクマネジメント

その他

執行機能 【一次統制】
各部所

方針伝達・体制運営・モニタリング

連携

報告

報告

付議・
報告

報告

答申
監査 報告

報告

委嘱・諮問

監査

指示
報告

報告

各社内部統制システムコーポレートガバナンス体制の変遷
2007 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

取締役会議長 会長 CEO 会長 社外取締役

取締役
社外 4名 4名、うち女性1名 5名、うち女性1

名
社内 6名 5名

監査役
社外 2名 2名、うち女性1名 3名、うち女性2名

社内 2名 2名、うち女性1名

指名委員会 社外2名、社内1名 社外４名 社外4名、社外監査役1名（オブザーバー）
社外5名、
社外監査役1名

（オブザーバー）

報酬委員会 社外2名、社内1名 社外４名 社外4名、社外監査役1名（オブザーバー）
社外5名、
社外監査役1名 

（オブザーバー）

報酬制度
(インセンティブ)

短期：業績連動賞与

長期：株式報酬型ストックオプション 長期：譲渡制限付株式報酬

コーポレート
ガバナンス・コード

同コード
適用直後
3項目Explain

全て遵守
改訂後
1項目
Explain

全て遵守

クローバック条項

長期：中計業績連動株式報酬

•  当社は取締役会を原則月一回開催しています。
•  2023年度は計16回開催し、全ての取締役および監査役が全ての回に出席しています。

取締役会の検討事項：長期戦略・事業戦略／年度事業計画および基本予算／決算および業績予想／事業投資の実行状況／ESG・マテリアリティKPI／リスク
マネジメント／内部監査計画および内部監査結果／取締役候補者および監査役候補者選定／代表取締役および役付取締役選定／グローバルマネジメント体
制および組織改定／グローバルマネジメント体制におけるCxO、ユニット長、グローバルコーポレート機能長等選定／執行役員選定／主要グループ会社代表
候補者選定／取締役会評価／取締役および執行役員への年次業績連動賞与支給／取締役および執行役員の個人別報酬額／中計業績連動株式報酬に係る評
価係数／譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権支給および自己株式処分／第一三共グループ月次経営報告

取締役会における活動状況

※ 西井孝明氏および荒井美由紀氏は、2023年度に開催された取締役会のうち、2023年6月19日の就任後に開催されたもののみに出席しています。

企業倫理委員会については            をご覧くださいこちら
EHS経営委員会については            をご覧くださいこちら

第一三共株式会社
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https://www.daiichisankyo.co.jp/sustainability/the_environment/policy-system/
https://www.daiichisankyo.co.jp/about_us/responsibility/ethics-compliance/management/


　取締役は、人格・識見に優れ、当社グループの企業価値の最大
化に資する人材であることを要件としています。取締役は、経営
方針等の継続性を尊重しつつも、経営環境の変化を見据えた適時
的確な判断が行えるよう、就任期間や年齢等においても適切であ
ることを要件としています。取締役は、企業経営・経営戦略、財
務・会計、サイエンス＆テクノロジー、事業戦略・マーケティン
グ、グローバルビジネス、人事・人材育成、法務・リスクマネジメ
ント、サステナビリティ・ESG、DX・IT 等のいずれか、あるいは
それら複数の分野における専門知識・経験・識見に優れた人材で
あることを要件としています。取締役には、多様な視点に基づく
取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を目的として、必

ず社外取締役が含まれていることを要件としています。
　社外取締役の上場会社の役員の兼職については、原則として当
社を除き3社以内であることを要件としています。社外役員は、独
立性判断に関する具体的基準に照らして問題がないことを確認し
ています。取締役は、止むを得ない事情がない限り、取締役会に
出席するものとし、少なくとも75%以上の出席率を保持すべきと
しています。当社は、ジェンダー、国際性および人種等の面を含
む取締役の多様性を確保し、多様な意見を経営に取り入れること
が、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化のために重要
であると認識しています。今後も取締役候補者の選定において係
る観点を踏まえ検討を続けていきます。

取締役候補者の要件について

　当社は、取締役、CEOおよびCOOの選解任ならびに監査役の
選任にあたっての方針と手続きを定めています。取締役候補者の
選定にあたっては、メンバーの過半数を社外取締役で構成する指
名委員会において十分に審議された上で、取締役会において選
定しています。候補者として選定された取締役および監査役の選
任については、株主総会に諮ることとしています。また、CEO候
補者については、指名委員会において議論を重ねている後継者計
画、資格要件定義等に基づき選定しています。CEOおよびCOOの
選任（再任を含む）にあたっては、指名委員会において十分に審

議し、同委員会の答申を受けて、取締役会の決議により決定する
こととしています。取締役が会社法および取締役規程に定める資
格・職務遂行要件等を満たさない場合、取締役の解任要件に該当
すると判断し、当該取締役の解任について、指名委員会および取
締役会における審議を経て、株主総会に諮ることとしています。
CEOおよびCOOの解職については、会社法およびCEO資格要件定
義、職務遂行要件等に照らし合わせて判断し、選任同様、指名委
員会において十分に審議し、同委員会の答申を受け、取締役会の
決議により決定することとしています。

役員、CEO等の選解任にあたっての方針と手続き

　当社の取締役会がその意思決定および経営の監督機能を適切に
発揮するために備えるべきスキル（知識・経験・能力）を特定し、
取締役および監査役の当該スキルの保有状況を整理したスキルマ
トリックスを策定しています。当社のパーパス、ミッション、中長
期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、第５期中期経営計画
で示した2030年ビジョン「サステナブルな社会の発展に貢献する

先進的グローバルヘルスケアカンパニー」の実現に向け、取締役
会が発揮すべき機能を踏まえ、特に重要と考える9つのスキルを特
定しています。取締役については、これらのスキルの多様性・バ
ランスを考慮した上で選定しています。監査役については、監査
役会として候補者に求める要件を別途定めており、それに基づき
選定しています。

取締役会のスキルマトリックス

氏名 社外
独立役員 在任期間 取締役会 指名

委員会
報酬

委員会
企業経営・
経営戦略 財務・会計 サイエンス&

テクノロジー
事業戦略・
マーケティング

グローバル
ビジネス

人事・
人材育成

法務・リスク
マネジメント

サステナ
ビリティ・ESG DX・IT 資格

取締役

眞鍋 淳 10年 獣医師

奥澤 宏幸 3年

平島 昭司 4年

福岡 隆 2年 獣医師

松本 高史 -

釡 和明 5年 議長

野原 佐和子 5年 委員長

小松 康宏 2年 医師

西井 孝明 1年 委員長

本間 洋 -

監査役

佐藤 賢治 5年

荒井 美由紀 1年 薬剤師

今津 幸子 6年 （オブザーバー） 弁護士

渡辺 雅子 3年 公認
会計士

松本 光弘 2年 （オブザーバー）

スキルマトリックス

取締役会・監査役会の構成

社外役員比率 女性役員比率

社内5名
50%

社外5名

50%

取締役

社内2名
40%

社外3名

60%

監査役

男性9名
90%

女性1名

10%

取締役

男性2名
40%

女性3名

60%

監査役

　私は、指名委員会の役割は、「先進的グローバルヘルスケアカンパニー」をけん引するCEO、COO等の選
解任、当社の取締役会が具備すべきスキルを見据えた取締役会・監査役会の体制を整えていくために十分な
審議を行い、取締役会に答申することと考えます。昨年度、指名委員会は、当社が新たにCEO、COO体制とな
り、グローバルマネジメント体制が推進されたことを受け、この体制が十分に機能していることをモニタリン
グするとともに次世代のリーダー候補との面談を実施するなどサクセッションプランに必要な活動を実施しま
した。また、取締役会の構成上の課題であった人員数、社内・社外取締役の比率、女性の登用を含む多様性
について審議し、今年度の体制を取締役会に答申いたしました。
　今年度も当社のグローバルマネジメントは一層進展します。第6期中期経営計画に向けた議論も活発になる
と思います。このことを踏まえて指名委員会の議論を深めていきます。

指名委員会 委員長からのメッセージ

社外取締役（独立役員）

西井 孝明

　第一三共は、「世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」というパーパスの実現のために、サイエ
ンス＆テクノロジーの強みを活かして、先進的医薬品の創出や他社と連携したトータルケアエコシステムと
トータルケアプラットフォームの構築等に取り組んでおります。そして、一人ひとりに寄り添った最適な健
康・医療サービスを提供する「Healthcare as a Service(Haas)」を実現しようとしております。私は長年、
IT・デジタル技術などを活用して多くのお客さまの事業成長に貢献し、またさまざまな社会課題の解決に貢
献をするということに取り組んできております。当社は「2030年にサステナブルな社会の発展に貢献する
先進的グローバルヘルスケアカンパニーになる」というビジョンを掲げており、それを実現するためのDX
としてデータの利活用による新たな価値創出や、先進デジタル技術の効果的な活用などを積極的に進めて
いるところです。これらの取り組みをより成果につながるものとしていくために、これまでの私の経験や知
見などを活かして、DX・IT、グローバル、サステナビリティ・ESGといった観点で貢献をして参りたいと考
えております。

新任社外取締役からのメッセージ

社外取締役（独立役員）

本間 洋
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　当社は、産業界の上位水準を志向するに相応しい報酬水準とすること、および企業価値の一層の向上を動機づけるインセンティブ強化
のため、変動報酬比率を高める報酬構成とすること等を目的とし、2021年度に役員報酬制度の見直しを行いました。

取締役の報酬に関する考え方

報酬方針
　当社の取締役の報酬等は、以下の考え方に基づき制度設計し
ています。

•  優秀な人材を確保・維持できる報酬水準を備えた報酬制度
•  中長期に亘る持続的な成長へ向けた動機付けとなり、企業価値・

株主価値の向上に資する報酬制度
•  ステークホルダーへの説明責任を果たすことができる、透明性の

ある公正で合理的な報酬制度

報酬水準
　当社の取締役の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による
他社水準を参考に、産業界の上位水準を志向して設定していま
す。具体的には、東京証券取引所に上場する会社のうち時価総
額上位100社以内の企業群を主な比較対象とし、国内大手製薬企
業の水準についても参照します。

報酬構成割合
　代表取締役社長兼CEOの報酬等の構成割合は図１の通り設計
しています。他の社内取締役の報酬構成割合は、代表取締役社
長兼CEOの報酬構成割合に準じて、職責や報酬水準を考慮し決
定します。

基本報酬
　取締役の基本報酬は、在任中、毎月一定期日に支給するもの
とし、個人別の報酬額は、報酬方針・報酬水準に沿って決定され
ています。

社内取締役の報酬構成
　固定報酬である基本報酬、変動報酬である短期インセンティブ
報酬としての年次業績連動賞与、長期インセンティブ報酬としての
譲渡制限付株式報酬および中計業績連動株式報酬の四つの報酬
構成としています。なお、退職慰労金制度は採用していません。

社外取締役の報酬構成
　経営の監督機能を担い、業務執行を担う立場にはないことか
ら固定報酬である基本報酬のみとしています。インセンティブ報
酬および退職慰労金制度は採用していません。

社外取締役

基本報酬（固定）

100%

（図1）報酬構成割合

代表取締役社長 兼 CEO

基本報酬（固定）

40%

年次業績連動賞与

30%

中計業績連動株式報酬

15%

譲渡制限付株式報酬

15%

譲渡制限付株式報酬（長期インセンティブ報酬） 
　長期インセンティブ報酬となる譲渡制限付株式報酬は、取締
役が当社株式を継続して保有することにより、当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と
の価値共有を可能な限り、より長期に亘り実現させることを目的
とし、原則として毎年、取締役の退任直後時点までの譲渡制限
が付された当社株式を交付します。発行または処分される当社
の普通株式総数に関しては年24万株以内※とし、譲渡制限付株式
報酬の支給に際しては、当社の取締役会決議に基づき取締役に
対して金銭報酬債権が支給され、取締役は支給された金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の交
付を受けるものとします。

　昨年度に引き続き報酬委員会 委員長を務めます。報酬委員会は、当社役員の報酬方針および報酬制度に関
する議題について審議・討議を行い、取締役会に答申します。
　現在の役員報酬制度は、2021年度に制定され第5期中期経営計画期間中の2025年度まで継続運用していく
方針です。しかし、当社グループは、がん領域事業の拡大に伴って、グローバルマネジメント体制およびグ
ローバルHRシステム等、グローバル化進展に伴う人事施策の整備が急速に進展しています。そのため、例
年通りの審議に加え、グローバルマネジメント体制におけるトップ、すなわちCxO、ユニット長、グローバル
コーポレート機能長について報酬に関する報告を受けるとともに、国内外のベンチマークすべき企業における
報酬制度および報酬に関する動向把握を行うことによって、今後の役員報酬制度に関する検討課題・論点に
ついて議論していく予定です。

報酬委員会 委員長からのメッセージ

社外取締役（独立役員）

野原 佐和子

年次業績連動賞与（短期インセンティブ報酬）
　短期インセンティブ報酬となる年次業績連動賞与の支給額
は、当該事業年度の売上収益、コア営業利益率※、親会社の所有
者に帰属する当期利益の期初に公表する業績予想値の達成度、
また、期初に設定した各役員の目標・課題の達成度に応じて決
定します。支給額の算定式、ならびに、年次業績連動賞与の評
価割合および仕組みは以下の通りとします。
※  経常的な収益性を示す指標として、営業利益から一過性の収益・費用(固定資産売

却損益等)を除外した指標。

※ ただし、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む）また
は株式併合が行われた場合、その他当該総数の調整が必要な事由が生じた場合に
は、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整
します。

1. 年次業績連動賞与の算定式

2. 業績評価

賞与支給額＝
役位別の基準額 × 年度目標達成度

（売上収益 ＋ コア営業利益率＋親会社の所有者に帰属
する当期利益） × 業績評価

　期初に設定した各役員の目標･課題の達成度に応じて、係数に
変換して計算します。
　会長および社長の業績評価は、指名委員会、報酬委員会合同
会議に諮問の上、決定される評価を適用します。
　その他の取締役については、業績会議において審議の上、
CEOにより決定される評価を適用します。なお、取締役の評価
結果は、報酬委員会へ報告します。
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取締役会の実効性・機能の向上
　当社は、取締役会評価を、取締役会および取締役自らの現状評価と課題認識のために活用し、継続的に取締役会の機能･実効性の向上
に努めております。毎年度、取締役会評価を実施し、本評価から抽出された課題に対する改善施策に取り組み、次年度の取締役会評価に
おいて、現状評価および前年度からの改善状況を確認しています。

(１) 取締役会の役割・責務　(２) 取締役会の運営　(３) 取締役会の構成　(４) 指名委員会･報酬委員会の機能
(５) 取締役会の実効性に関する課題･改善点　(６) 前年度 取締役会評価において認識された課題解決･改善施策　(７) コーポレートガバナンス全般

2023年度 取締役会評価・実施方法
　当社は、取締役会全体の実効性に係わる評価内容･項目として、コーポレートガバナンス・コード 基本原則4［取締役会の役割･責務］
に付随する原則･補充原則を参考に、取締役会全体の評価に、取締役自らを評価する項目も含めた評価項目を定めております。評価項目
の大項目は以下の通りです。

　全ての取締役･監査役が、評語選択および自由記述による自己評価を実施し、それらの分析･内容を取締役会へ報告しております。今回
実施した自己評価においても、評語選択および自由記述により忌憚のない意見が相当数出ており、これらを踏まえ取締役会の機能･実効性
向上につながる課題および改善点を抽出しています。

2023年度 取締役会評価 結果
　2023年度 取締役会評価において、当社取締役会は、取締役会の役割、責務、運営および構成の面、ならびに取締役会の諮問機関であ
る指名委員会、報酬委員会が適切に機能しており、取締役会全体の実効性が確保されているとの評価結果が出ています。また、前年度の
評価においてさらなる改善課題とされた下記(１)から(３)について、以下の通り取り組み、改善が進んでいることを確認しています。

改善課題（2022 年度評価時） 2023 年度の主な取り組み

1
取締役会の監督機能の
さらなる強化に向けた重点テーマに
ついての議論の充実

•  取締役会および社外役員説明会等において、長期戦略、グローバル化、マテリアリティ、ESG、リスクマネジメント等について、重点
的に議論した。

2
取締役会の意思決定機能および
監督機能のさらなる強化に向けた
運営面での強化

•  当社にとって最適な監督と執行のバランスを検討し、見直しを行った取締役会審議事項 ･ 報告事項に基づく、取締役会運営を行った。
•  取締役会の諮問機関である指名委員会および報酬委員会の審議事項・報告事項について、当社にとって最適な監督と執行のバラン

スの観点から見直しを行い、指名委員会規程および報酬委員会規程を改正し、両委員会運営を行った。
•  従前に引き続き、取締役会以外の場（取締役・監査役意見交換会、社外役員説明会、社外役員会合等）も含めた議論の機会を設定した。

3 取締役会構成の最適化に
向けたさらなる検討

•  取締役会および指名委員会において、コーポレートガバナンスの向上、取締役会の監督機能のさらなる強化を目的として、当社にとっ
て最適な取締役会メンバー構成について検討を進めた。

•  社外取締役 1 名増員について取締役会において決議した。

2024年度 取締役会重点施策
　2023年度の評価を踏まえ、2024年度取締役会において、継続して以下の重点施策に取り組み、当社取締役会の機能･実効性の確保･向
上に努めていきます。

取締役会の監督機能のさらなる強化に向けた重点テーマ（長期戦略、中期経営計画、グローバル化等）についての議論の充実１

取締役会の意思決定機能および監督機能のさらなる強化に向けた運営面での改善2

取締役会構成の最適化に向けたさらなる検討3

　なお、当社は2021年度に第三者機関による取締役会評価を実施しました。今後も毎年度、取締役会評価を実施し、第三者機関による評
価についても定期的に実施する予定です。

　監査役の報酬等は、経営の監督機能を担い、業務執行を担う立
場にはないという役割に鑑みて、固定報酬である基本報酬のみと
しています。基本報酬の水準は、外部専門機関の調査による他社
水準を参考に、産業界の上位水準を志向して設定しています。具
体的には、東京証券取引所に上場する会社のうち時価総額上位

100位以内の企業群を主な比較対象とし、国内大手製薬企業の水
準についても参照します。監査役の個人別の報酬の額等は、株主
総会で決議された報酬総額内で、監査役会において協議し、監査
役全員同意の上、決定しています。

監査役の報酬に関する考え方

クローバック条項
会計上の重大な誤り、または不正が明らかになった場合、ある

いは巨額な損失を計上した場合、報酬委員会への諮問を経て、
取締役会の決議により、年次業績連動賞与および中計業績連動
株式報酬について、受け取った報酬の一部または全額の返還を
請求できるクローバック条項を設けています。本条項は、2021
年度の年次業績連動賞与および中計業績連動株式報酬より適用
対象となり、以後、全ての期間において適用されます。

報酬ガバナンス・決定手続き
取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するた

め、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。なお、
報酬委員会は、社外取締役のみで構成され、オブザーバーとして社外
監査役１名が参加し、委員長は委員の互選により選定されます。

報酬委員会は、報酬方針、報酬水準、報酬構成、報酬構成割合、ク
ローバック条項、報酬ガバナンス・決定手続き、年次業績連動賞与
の支給、譲渡制限付株式の割当、および中計業績連動株式報酬の
評価係数結果について、十分に審議しています。加えて、各報酬の達
成指標等の詳細設計について議論し確認するとともに、役位ごとの
報酬水準について検証しています。当社の取締役の個人別の報酬
の額等は、まず報酬委員会において審議された後、当該審議結果
を踏まえ、報酬の種類ごとに株主総会で決議された報酬総額内で
取締役会決議により決定されています。

中計業績連動株式報酬（長期インセンティブ報酬）
　長期インセンティブ報酬となる中計業績連動株式報酬は、中長
期的な株主価値向上を重視した経営を推進するため、中期経営計
画（中計）の業績達成に連動した報酬として、社内取締役および
執行役員に対してパフォーマンス・シェア（業績連動株式報酬）の

目標達成指標 評価割合 評価係数変動幅 目標（以下を目安に設定）

売上収益 20% 0 ～ 200％ 上限： 目標×110％ 目標：中計公表予想値 下限：目標×90％

研究開発費控除前
コア営業利益率 20% 0 ～ 200％ 上限： 目標×120％ 目標：中計公表予想値 下限：目標×80％

ROE 20% 0 ～ 200％ 上限： 目標×140％ 目標：中計公表予想値 下限：目標×60％

研究開発進捗 15% 0 ～ 200％ 研究開発業績（3ADC の新規適応上市数、初期・後期のパイプライン価値）

ESG 指標 10% 0 ～ 200％ Dow Jones Sustainability Indices、FTSE Russell、Access to Medicine に基づく評価

相対 TSR ※ 15% 0 ～ 200％ 上限： 配当込み TOPIXとの 
比較結果×150％

目標： 配当込み TOPIXとの 
比較結果×100％

下限： 配当込み TOPIXとの 
比較結果×50％

合計 100% 0 ～ 200％

※ Total Shareholder Returns（株主総利回り）の略

性質を持つ信託型株式報酬制度としています。中計の目標達成指
標には、財務指標だけでなく、研究開発進捗やESG指標といった
非財務指標も加え、目標値に対する達成度等に応じて、0～200%
の範囲で業績連動係数を決定しています。

報酬制度の詳細については            をご覧くださいこちら
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社外監査役からのメッセージ

社外監査役（独立役員）

今津 幸子

1  当社が社会的信頼に応える健全な企業統治
体制を維持していく上で、当社が法令を遵守
し、法的リスクを常に意識していることは非常
に重要です。私は、これまでの弁護士としての
多くの経験を踏まえ、社外監査役として、リー
ガルマインドに則って客観的な意見を表明する
ことで無用な法的リスクを回避し、当社の健全
かつ適法な企業経営に貢献してまいりました。

2  企業経営の透明性・公正性を向上させるた
めには、社内の自律・自浄機能をより一層高め
ることとともに、社外の視点を常に意識するこ
とも必要です。当社は、2020年から社外取締
役が取締役会議長を務めていることに加え、
取締役会・監査役会ともに、社外役員が非常
に積極的に議論に参加しており、社外役員の
意見が十分に反映された、透明性・公正性の
高い企業統治体制となっています。社外監査
役に期待される役割の重要性を十分認識し、
今後も当社の企業経営の透明性・公正性がよ
り一層向上するよう努めてまいります。

社外監査役（独立役員）

松本 光弘

1  当社グローバル体制の順調な展開を阻害し
かねない要因としてサイバー攻撃や経済安全
保障問題があるところ、こうした課題に対処し
てきた経験を踏まえて、監査役として必要な
チェックに務めました。グローバル化や米国メ
ルク社との提携によりステークホルダーもさら
に拡がっていくため、その信頼を獲得し、つな
ぎ止めていく必要が増しています。そのための
ガバナンスをさらに固めていかなければなりま
せん。

2  投資家の信頼を得るためには、リスクを透
明化し、組織を公正に運用しなければなりませ
ん。グローバルな基準で不透明、不公正と見ら
れる組織のあり方や行動は、レピュテーション
リスクを生みます。外部不経済を不断に取り除
く努力も必要です。研究開発や製造、品質保
証、営業をはじめとする各現場が社会に貢献
し、市場からの信頼を高め続けるためには、リ
スク要因を透明化し、除去し、不測のリスクに
も備える公正なガバナンス体制を作る必要が
あると考えています。

社外監査役（独立役員）

渡辺 雅子

1  私は公認会計士として、数多くの企業の財
務諸表監査を行ってきた経験および知見を踏
まえ、財務報告の適切性、非財務情報を含む
情報開示のあり方、内部統制システムの有効
性等について、外部目線から幅広く発言・確認
を行い、ガバナンス機能の向上に努めました。
また、内部監査（グローバルインターナルオー
ディット）や会計監査人と有効なコミュニケー
ションを促進し、監査の実効性・効率性向上に
貢献してまいりました。

2  当社ステークホルダーの広がりとともに、
企業経営の透明性・公正性の重要性は増して
おり、その向上のためには、社外役員が会社の
経営実態を正確に把握し意見を反映できるガ
バナンス体制が重要です。当社では、社外役
員の会社理解が深まるよう、事前説明、意見交
換会、現場視察等の取り組みを継続して実施
しており、活発な取締役会・監査役会につな
がっています。今後も研鑽を積み、企業経営の
透明性・公正性向上に資するよう監査役として
の役割をしっかり果たしてまいります。

経験や専門性を踏まえてご自身の果たした役割、当社グループの企業価値向上に向けた課題について教えてください。1

当社に相応しいガバナンスのありかた、透明性・公正性向上に向けた取り組みについて教えてください。2

質問事項

監査役監査の状況（2023年度）

監査役監査の組織、人員および手続きについて
　当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は公認会計士1名を含む監査
役5名（常勤監査役2名、社外監査役3名）で構成されています。
　監査役室を設置し、業務執行から独立した専任のスタッフ4名が監査役の
職務遂行を補助しております。

監査役および監査役会の活動状況
　当社は、監査役会を原則月1回開催しています。また、監査役会とは
別に、監査役間の意見交換を取締役会終了後等に実施しています。監査
役会の付議議案件数は年間20件、例月の監査役会の平均所要時間は130
分程度です。

監査役会の具体的な共有・検討事項
•  監査方針、監査計画および業務分担
• 監査役会監査報告
• 株主総会議案「監査役選任の件」への同意
• 会計監査人の評価および選任（再任）
• 会計監査人の報酬等の同意
• 監査役会の実効性評価
• 内部監査計画および内部監査結果
• 会計監査人の非保証業務
• 国内グループ会社監査役による監査役監査の状況報告
• 監査役の職務執行状況（月次）

活動状況 該当者

代表取締役との定期会合 年２回実施 常勤監査役、社外監査役

取締役会議長との定期会合 年２回実施 常勤監査役

取締役との面談 年１回実施 常勤監査役

重要会議への出席

取締役会・経営会議 常勤監査役、社外監査役

企業倫理委員会・EHS 経営委員会等 常勤監査役

指名委員会・報酬委員会 社外監査役

国内グループ会社の
重要会議への出席等

主要な国内グループ会社の非常勤監査役として当該会社の取締役会 常勤監査役

経営会議等への出席および重要な書類の閲覧 常勤監査役

書類の閲覧 重要な決裁書類、重要会議の資料および議事録等 常勤監査役

監査役面談 全ユニット長、グローバルコーポレート機能長、本部長、部長、国内外グループ会社の社長等
常勤監査役、社外監査役

往査 国内外主要事業所

社外取締役との連携
意見交換会の実施 社外監査役

個別面談の実施 常勤監査役

国内グループ監査役連絡会 年３回実施 常勤監査役

二次統制部門との連携 内部統制体制の構築・運用状況等の報告聴取、関連情報の入手 常勤監査役

内部監査部門との連携

内部監査計画の説明や結果報告の聴取・意見交換の実施 常勤監査役、社外監査役

月例会等を通じた、内部監査事項および課題に関する意見交換、各種情報共有の実施 常勤監査役

内部監査部門が監査役・会計監査人会合に同席し、情報交換・意見交換の実施 常勤監査役

会計監査人との連携
会計監査人より監査計画、監査および四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報
告を受けるとともに、近時のトピックについて、月1 回程度、情報共有・意見交換の実施、監査上の主要な検討
事項（KAM）に関する協議

常勤監査役、社外監査役

監査役の活動状況

監査役会評価実施方法
　監査役会の実効性に係わる評価項目を幅広く定め、各監査役が監査役会の自己評価を実施し、その内容を協議しました。

監査役会評価結果
　当社監査役会活動は概ね適切に実施されており、監査役会の実効性は確保されていることが確認されました。 次年度は、事業がグロー
バルに拡大する中でのコーポレート機能のさらなる強化、並びにデータ駆動型経営基盤の構築状況について特に注視し、活動を進めてま
いります。 

　当社監査役会は、監査役会の実効性の向上を図ることを目的として、2023年度監査役会評価を実施しました。

監査役会評価（2023年度）
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取締役専務執行役員
ヘッド オブ グローバル 
コーポレートストラテジー
CStO

常勤監査役

代表取締役社長兼COO
社長執行役員

社外監査役（独立役員）

代表取締役専務執行役員
日本事業ユニット長

常勤監査役

代表取締役会長兼CEO
会長執行役員

社外監査役（独立役員）社外監査役（独立役員）

福岡 隆

荒井 美由紀

奥澤 宏幸

渡辺 雅子

平島 昭司

佐藤 賢治

眞鍋 淳

松本 光弘今津 幸子

取締役常務執行役員
ヘッド オブ グローバル HR
CHRO

松本 高史

役員紹介

取締役

監査役
社外取締役（独立役員）
指名委員会  委員長

西井 孝明

社外取締役（独立役員）

小松 康宏
社外取締役（独立役員）
報酬委員会  委員長

野原 佐和子

社外取締役（独立役員）
取締役会議長

釡 和明

（重要な兼職の状況）
• 株式会社IHI名誉顧問
• 株式会社日本取引所グループ

社外取締役

（重要な兼職の状況）
• 味の素株式会社特別顧問
•花王株式会社社外取締役

（重要な兼職の状況）
• 株式会社NTTデータグループ

相談役

（重要な兼職の状況）
• 株式会社サカタのタネ
 社外取締役

（重要な兼職の状況）
•アンダーソン・毛利・友常
　法律事務所外国法共同事業
　パートナー弁護士
•ディップ株式会社社外取締役

 監査等委員
•アルコニックス株式会社

 社外取締役 

（重要な兼職の状況）
•株式会社日本取引所グループ
　社外取締役

（重要な兼職の状況）
• 株式会社イプシ・マーケティング
 研究所 代表取締役社長
• 京浜急行電鉄株式会社社外取締役
• 株式会社りそなホールディングス 
 社外取締役

（重要な兼職の状況）
• 群馬大学名誉教授兼特別教授
• 医療法人社団明芳会
 板橋中央総合病院副院長
• 群馬大学医学部附属病院 病院顧問

社外取締役（独立役員）

本間 洋

役員の略歴については            をご覧くださいこちら
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https://www.daiichisankyo.co.jp/about_us/mission-strength/leadership/



